
令和４年度　地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途について

（単位：千円）

国県支出金 地方債 その他
引き上げ分の
地方消費税

社会福祉総務事業 25,606 4,312 0 0 21,294 4,353

障害者福祉事業 370,955 250,987 0 7,289 112,679 23,037

高齢者福祉事業 27,071 880 0 2,345 23,846 4,875

児童福祉事業 346,132 217,422 0 21,341 107,369 21,951

母子福祉事業 9,706 1,487 0 6 8,213 1,679

小　計 779,470 475,088 0 30,981 273,401 55,895

国民健康保険事業 131,381 69,205 0 0 62,176 12,712

介護保険事業 210,188 16,224 0 5,174 188,790 38,598

後期高齢者医療事業 238,969 36,985 0 5,763 196,221 40,117

小　計 580,538 122,414 0 10,937 447,187 91,427

保健衛生総務事業 44,420 5,896 2,300 5,666 30,558 6,248

疾病予防対策事業 79,634 55,741 0 9,706 14,187 2,900

救急医療対策事業 7,946 0 0 0 7,946 1,625

健康診査相談事業 25,325 2,049 0 1,991 21,285 4,352

小　計 157,325 63,686 2,300 17,363 73,976 15,125

1,517,333 661,188 2,300 59,281 794,564 162,447

※各施策への充当方法は、各施策経費の一般財源の割合により按分して算出しています。

　地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

　令和４年度東伊豆町一般会計決算における社会保障施策関連経費への充当状況については、次のとおりとなります。

　　（歳入）地方消費税交付金（社会保障財源化分）

　　(歳出）地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費
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